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序．本稿の目的
著作権法は、著作者なき後の著作物の保護の在り

方につき、「著作物を公衆に提供し、又は提示する
者は、その著作物の著作者が存しなくなった後にお
いても、著作者が存しているとしたならばその著作
者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」

（第60条）と規定し、公表権、氏名表示権及び同一性
保持権に対応する人格的利益（moral interests）１を

保護する。
この規定は、同じく、著作物の保護の在り方を規

定する、著作者人格権（第18条から第20条）及び著
作権（第21条から第28条）に関する著作権法の中核
的規定とは異なり、その検討の視線が及ぶことは決
して多くはない２。しかし、著作物の保護の在り方
を規定するという意味において、その重要性に変わ
りはない。
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